
 

 

結果・考察： 

・全体の約８割が未認証事業者に依頼しており、違

法に特定整備が行われている又は定期点検整備

が確実に実施されていないおそれがある。 

 

・約５割は、認証工場へ依頼したと誤認している可

能性がある。 

整備工場,

51.0%

中古車販売店, 

17.1%

車検代行業者,

8.0%

ガソリンスタンド,

6.7%

家族・知人,  11.1%

その他, 5.6%

無回答, 3.3%

今年度は、令和２年６月から８月に車検を受検したユーザー

約２０万人を対象にアンケートを実施します。 

               令和２年１０月２８日 

自 動 車 局 整 備 課 

 

ＳＴＯＰ違法整備！あなたのクルマは違法に整備されていませんか？ 

特定整備を伴う車検や点検整備を依頼する際は、国の認証を受けた整備工場へ 

認証工場以外で車検を受けた自動車ユーザーの５割が認証工場に依頼したと誤認していま

す。自動車ユーザーへの周知・啓発及び情報収集のため、アンケート調査を実施します。 

自動車ユーザーの多くは、車検や点検整備を「国の認証を受けた整備工場」（認証工場）へ委

託しています。しかしながら、国の認証を受けないで「特定整備※」を違法に行う未認証事業者が

存在し、これまでに、不適切な整備作業が行われた例や、実際には整備を行っていないにもかか

わらず、行ったように装う例も報告されているところです。 

未認証事業者による特定整備作業は、安全上の問題があるおそれもあることから、国土交通

省では、車検時に未認証事業者が整備作業を行った可能性のある自動車ユーザーに対し、別紙

により、未認証行為の違法性や認証工場の見分け方等を周知するとともに、その実態を把握する

ため、本年度においても自動車整備の委託先に関するアンケート調査を実施します。 

※特定整備とは、原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置、制動装置、緩衝装置等を取り外して行う

整備又は改造及び自動運行装置、運行補助装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれのある整備又は改造 

 

○「あなたは誰に対して車検を依頼しましたか？」に対するユーザーの回答（令和元年度調査結果） 

・車検時に未認証事業者が点検整備を行った可能性のある自動車ユーザーに対してアンケートを実施 

 

【問い合わせ先】 

自動車局整備課 姉川、稲田 

代表：03-5253-8111（内線 42428）、直通：03-5253-8600、FAX：03-5253-1639 

第一章　整備事業関係

-1-



緩衝装置
（リーフスプリング脱着）

原動機（エンジン脱着）動力伝達装置
（ドライブシャフトなどの脱着）

運行補助装置
（自動ブレーキ用カメラ
　の調整など）

走行装置（ロアアーム脱着）
かじ取り装置

（タイロッドエンド脱着）

運行補助装置
（自動ブレーキ用のカメラなどが装着されている
　窓ガラス・バンパーなどの脱着）

制動装置
（ブレーキパッドなどの交換）

8自動運行装置
（レベル3以上の自動運転を行うための
   装置に係る整備・改造）

STOP違法整備!!STOP違法整備!!
あなたのクルマは
違法に整備されていませんか？
あなたのクルマは
違法に整備されていませんか？

未認証行為とは、国土交通省地方運輸局長（沖縄は総合事務局長）の道路運送車両法第七十八条の規定に基づく認証を受けずに、
業として自動車の特定整備を行う行為です。違反すると罰金が科せられる場合があります。
道路運送車両法 第七十八条（認証）
自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。
道路運送車両法 第百九条（罰則）
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。（十一）第七十八条第一項の規定による認証を受けないで自動車特定整備事業を経営した者

未認証行為は、道路運送車両法違反です！！

次のような装置の点検・整備（特定整備）は、国の認証を受けた工場でしかできません！
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ねえ、うちの車、そろ
そろ車検でしょう？
最近、ブレーキの効
きが気になるから、ブ
レーキもよく点検して
ほしいわ。

このような標識を
持つ整備工場が
国の認証を受けた
工場だから、車検
を頼むときに確認
できるよ！

点検・整備する装置
によっては国が認証
した工場しかできな
いみたいよ。

うん、いつもの整備
工場に車検を頼んで
みようかな。

国の認証を受け
た整備工場が分
かるんだね。

特定整備を行うには
国の認証が必要なん
だね。

車検証の備考欄をご確認ください。
[ 受検形態 ]
●指定整備工場、認証整備工場
　国の認証を受けた整備工場によって車検が行われている場合です。
●使用者
　自動車ユーザー本人が車検を受けた場合です。
●その他（使用者以外の者により受検が代行された場合）
　上記以外の方が車検を受けた場合です。
　※　違法に特定整備が行われている又は
　　　定期点検整備が確実に実施されていないおそれがあります。
　　　点検整備記録簿を確認してください。

□ 依頼した点検・整備作業がチラシ表面の1～8のどれかに該当するか
□ 点検整備記録簿または特定整備記録簿に、「認証整備工場名」と「認証番号」の両方が記載されていない
□ 依頼先の工場に上記のような標識が掲示されていない
□ 車検証の備考欄中、〔受検形態〕が「使用者」又は「その他」と記載されている

次の全てにチェックが入る業者・整備工場では、違法に特定整備が行われているおそれがありますので、
最寄りの運輸局担当窓口に情報提供をお願いします。

●北海道運輸局自動車技術安全部整備・保安課 …… 011(290)2752

●東北運輸局自動車技術安全部整備・保安課 ……… 022（791）7534

　（青森、岩手、福島、秋田、宮城、山形）
●北陸信越運輸局自動車技術安全部整備・保安課 …… 025（285）9155

　（新潟、富山、石川、長野）
●関東運輸局自動車技術安全部整備課 …………… 045（211）7254

　（東京、神奈川、埼玉、群馬、千葉、茨城、栃木、山梨）
●中部運輸局自動車技術安全部整備課 …………… 052（952）8042

　（愛知、岐阜、三重、静岡、福井）

特定整備を伴う車検や点検・整備は国の認証を受けた整備工場へ!!

車検証（見本）
備 考 欄

check

認証整備工場の標識（例）

●近畿運輸局自動車技術安全部整備課 …………… 06（6949）6453

　（大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山）
●中国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 ……… 082（228）9142

　（広島、鳥取、島根、岡山、山口）
●四国運輸局自動車技術安全部整備・保安課 ……… 087（802）6783

　（香川、徳島、愛媛、高知）
●九州運輸局自動車技術安全部整備課 …………… 092（472）2537

　（福岡、長崎、大分、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島）
●沖縄総合事務局運輸部車両安全課 ……………… 098（866）1837

○ ○ 運 輸 局 長 認 証

普通
小型自動車特定整備事業

普通自動車（中型）（電子制御装置
整備（自動運行装置を除く）に限る）

普通自動車（小型）（分解整備（走行
装置、操縦装置）に限る）

運 輸 局 長 認 証

普通
小型自動車特定整備事業

普通自動車（中型）（電子制御装置
整備（自動運行装置を除く）に限る）

普通自動車（小型）（分解整備（走行
装置、操縦装置）に限る）

○ ○

※「自動車分解整備事業」の標識もあります。
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令和２年１０月３０日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

事故ゼロを目指して！大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンを実施 

～ 大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査検討ＷＧの検討結果を受けて ～ 

１．令和元年度の大型車※の車輪脱落事故の発生状況（詳細は、別紙１参照） 

※大型車とは、車両総重量８トン以上のトラック又は乗車定員３０人以上のバス 

  ・発生件数は１１２件（昨年比３１件増加） 
・冬期（１０月～２月）に多く発生 
・特に東北地区で多く発生 
・車輪脱着作業後１ヶ月以内に多く発生 
・タイヤ交換作業が集中する１１月に交換した車両の事故が多い 
・車輪脱落箇所は左後輪に集中 

２．大型車の車輪脱落事故防止キャンペーンの実施 

国土交通省では、昨年１２月に「大型車の車輪脱落事故防止対策に関する調査検討ワーキン

ググループ」（座長：交通安全環境研究所伊藤紳一郎副部長）を設置し、事故原因の徹底究明

と効果的な事故防止対策の検討を行ってきたところ、令和２年１０月１６日に中間とりまとめ

（別紙２）が決定されました。 

国土交通省では、この中間とりまとめの決定を受けて、「令和２年度緊急対策（別紙３）」

の早期かつ確実な実施を図るため、関係業界の協力のもと、「大型車の車輪脱落事故防止キャ

ンペーン」を実施します。 

【実施期間】令和２年１１月１日～令和３年２月２８日 

【主な実施項目】 
  ・運送事業者等に対する事故防止対策の周知・指導 

・運送事業者による大型車の「ホイール・ナットの緩み」の総点検実施 
  ・貨物運送事業者では、タイヤ交換時の作業管理表を使用した正しいタイヤ交換作業実施 
  ・トラックのホイール・ナットへのマーキング等の活用を推進し、日常点検でのホイール・

ナットの緩みの点検を重点的に実施 
 
＜添付資料＞ 

別紙１ 令和元年度大型車の車輪脱落事故発生状況 

別紙２ 大型車の車輪脱落事故防止対策の方向性「中間とりまとめ」の概要 

別紙３ 大型車の車輪脱落事故防止「令和２年度緊急対策」 

参 考 大型車の車輪脱落事故防止のための啓発用チラシ（（一社）日本自動車工業会作成） 

 

大型車のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故が増加している状況を踏

まえ、令和２年１１月１日から「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実

施します。 

<問い合わせ先> 

自動車局 整備課 児島、川崎 

代表:03-5253-8599（直通）、FAX:03-5253-1639 
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年度別の大型車のホイール・ボルト折損等による車輪脱落事故※の発生件数

発生件数（件）
うち人身事故件数（件）
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車輪脱落事故の月別発生件数

件数

車輪脱落事故発生状況（令和元年度）【別紙１】

1

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

※ 車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付けるホイール・ボルトの折損
又はホイール・ナットの脱落により車輪が自動車から脱落した事故

（年度）

n=112

112件のうち、令和元年10月～2年2月に
75件（67%）発生と冬期に集中

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 事故件数は、対前年度31件増と統計史上最
多、うち人身事故は4件（重傷1名、軽傷4名）

• 112件のうち、トラックの事故は111件
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車輪脱落事故発生状況（令和元年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告 2

n=112

参考

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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車輪脱落事故発生状況（令和元年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

3

• タイヤ交換作業が集中する11月に実施した車
両の事故が22件（47.8%）、前年度よりも15ポイ
ント増

• 交換作業ピークの１１月に一層集中する傾向

n=46

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

112件のうち、車輪脱着作業後１ヶ月以内
に発生したものが68件（60.7%）

n=112
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大型車ユーザー

51%

認証整備工場

23%

タイヤ業者等

23%

不明

3%

タイヤ脱着作業実施者別

令和元年度
１１２件

定期点検整備

17%

臨時整備

7%

タイヤ交換

48%

タイヤ

ローテーション

24%

不明

4%

タイヤ脱着作業内容別

令和元年度
１１２件

車輪脱落事故発生状況（令和元年度）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

4
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61件

57件

26件

26件

3件

2７件

19件

８件

4件

• 大型車ユーザーの交換が大
半を占める傾向は、前年度
と変化なし

●タイヤ交換
・ 通常タイヤから冬用タイヤへの交換
・ 摩耗したタイヤの交換 など

●タイヤローテーション
・ タイヤの摩耗が偏ることを防止するため、前

後・左右のタイヤを入れ替える

冬用タイヤ等への交換が半数
以上を占める傾向は、前年度と
変化なし

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告
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左輪タイヤの脱落割合が高いことの推定原因

左輪タイヤが多く脱落する原因については、以下の可能性が考えられる。

・ 右折時は、比較的高い速度を保ったまま旋回するため、遠心力により積み荷
の荷重が左輪に大きく働く。

・ 左折時は、低い速度であるが、左後輪がほとんど回転しない状態で旋回する
ため、回転方向に対して垂直にタイヤがよじれるように力が働く。

・ 道路は中心部が高く作られている場合が多いことから、車両が左（路肩側）に
傾き、左輪により大きな荷重がかかる。

前輪は、ホイール・ボルトゆるみ等の異常が発生した場合には、ハンドルの振
動等により運転手が気付きやすい。

車輪脱落事故発生状況（令和元年度）

5

左前輪
0%

右前輪
0%

左後輪
96%

右後輪
4%

事故発生車両の車輪脱落箇所

令和元年度
１１２件

左後輪の集中は、前年度と
傾向変化なし

4件

108件

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

• 不適切なタイヤ交換作業、
交換後の保守管理の不備
が主な要因となっている傾
向に変化なし

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

作業時不備要因, 

96, 39%

保守管理不備要因, 

141, 57%

不明, 11, 4%

締付力管理不備, 

48, 19%

劣化・摩耗確認不備, 41, 17%

不適合品使用, 1, 0%

その他不備, 6, 2%

増締未実施, 68, 27%

増締力管理不備, 

19, 8%

増締時期不適切, 

16, 7%

点検時確認不備, 

38, 15%

不明, 11, 5%

発生推定原因
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大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査検討ワーキンググループ報告書概要 

－大型車の車輪脱落事故防止対策の方向性（中間とりまとめ）－ 

 

検討内容 

依然として大型車車輪脱落事故の主要因となっている不適切なタイヤ交換作業、交換後の保守

管理の不備に対して、更なる効果的な車輪脱落事故防止対策を検討・立案するために、以下の内

容について検討した。 

① 適切なタイヤ交換作業・保守管理が実施されない要因（使用者（事業者を含む）の使用環境

の変化、点検整備方法の妥当性など） 

② ①を踏まえた効果的な広報啓発方法 

③ ①を踏まえたより実態にあった点検整備方法の検討 

• 使用年数（新車・使用過程車）を考慮した締め付けトルクの管理方法 

• ホイール締付方式（ISO・JIS）に適した点検整備方法 

• トルクレンチ以外の工具での最善の増し締めの実施方法 

• トラック、バスの運行形態を踏まえた増し締めの実施時期 

④ その他 

• 運転者等に「点検時期」や「ホイール・ボルトの緩み」を警報する装置の実用化 

 

タイヤ交換作業等の実態調査結果 

脱輪事故を起こしていない事業者のタイヤ交換作業等の実態を把握するため、アンケート形式

による調査を実施。脱輪事故を起こした事業者の実態と比較分析したところ、以下の傾向が見ら

れた。 

• 事故発生事業者は自社でのタイヤ交換作業が多いのに対し、事故未発生事業者は外注業

者（タイヤ交換業者、整備工場）でのタイヤ交換が多い。 

• タイヤ交換作業時のホイール・ボルト、ホイール・ナットの劣化摩耗状況確認は、事故発

生事業者の方が実施している割合は低い。 

• タイヤ交換作業時は、事故発生事業者及び事故未発生事業者のいずれも、規定されたトル

クでホイール・ナットを締め付けしていない割合が多い。 

• 事故未発生事業者は増し締めを実施していない割合は低いものの、緩みがあれば実施し

ている割合が高い。 

• 増し締め時は、事故未発生事業者の方が、規定されたトルクでホイール・ナットを締め付

けしている実態が多い。 

 

また、脱輪事故を起こしていない事業者での独自の事故防止対策を収集したところ、以下の取

り組みが多く見られた。 

• タイヤ交換作業時の記録をとる。 

• ナットにマーカーを引いて点検の目安にする。 

 

車輪脱輪の原因究明のための実証実験結果 

締め付けトルクに対するボルト軸力特性試験（単品試験）及び走行環境を模擬したホイール保

別紙２ 
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持能力試験（走行試験）の結果から、以下のことがわかった。 

• 単品試験で市場回収品のボルト、ナットに指定油脂を塗布した場合、錆除去前、錆除去後、

のいずれも指定油塗布前に対して軸力が向上した。 

• 単品試験で新品と市場回収品に指定油脂を塗布した場合、市場回収品は新品に対して約半

分の軸力であった。（下図参照） 

• 走行試験では、今回の試験条件、走行距離の範囲では軸力が低下したと言える結果は得ら

れなかった。 

 

 

事故防止対策の提案 

○ 緊急的対策（事故増加の早期抑止を図るためのもの） 

• 適切なタイヤ交換作業、交換後の保守管理を確実に実施させるためタイヤ交換作業管理表

を使用した記録・管理を整備管理者が実施 

• ホイール・ナットの状態を確実に確認するための日常点検表の作成・使用 

• ホイール・ナットへのマーキング、又は、市販化されているホイールナットマーカーを使

用して、ホイール・ナットの緩み確認を強化 

• 脱輪事故が多発する時期にあわせ、事故防止対策の推進を図るためのキャンペーンを実施 

○ 抜本的対策（制度化を主としたもの） 

• ホイールの締結力に影響のあるホイール・ボルト、ナットを極力排除するため交換目安の

例示の規定化を検討 

• 適切なタイヤ交換作業を実施させるため大型車のタイヤ交換手順の規定化を検討 

• 適切なタイヤ交換作業、交換後の保守管理を実施させるためタイヤ交換作業管理表の記録、

整備管理者による管理を義務づけることの制度化を検討 

• 社内での事故防止対策の浸透を図るための教育の実施、理解度把握を整備管理者の権限で

あることの明確化を検討 

• 整備管理者に対するタイヤ交換作業の管理能力確保のための技能講習受講の制度化を検

討 

 

引き続き検討すべき課題 

• 脱輪の要因を究明するための検証方法の検討 

• 作業者のヒューマンエラーを前提としたハード対策の検討 

• 車輪脱落事故の継続監視と発生状況に適応した対策の検討 

85.7kN 
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別紙３ 

 

大型車の車輪脱落事故防止「令和２年度緊急対策」 

 

 

１．国土交通省実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

① 本省等（各地方運輸局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）及び各運輸支局

等（神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同

じ。）は、大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会（以下「連絡会」という。）

と協力し、本省や連絡会で制作したポスター、チラシ、事故防止啓発映像等を

用いて、大型車の使用者に対しての広報活動を実施する。 

② 各地方運輸局及び各運輸支局等は、整備管理者研修等において、大型車の車輪

脱落事故の発生状況を紹介し、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守

管理を実施するように周知徹底を図る。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための周知・指導 

① 各地方運輸局及び各運輸支局等は、街頭検査を通じて、大型車の使用者に対し

て、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守管理の実施を呼びかける。 

② 各地方運輸局及び各運輸支局等は、運送事業者に対して、３．（１）及び（２）

の取組状況を別添２により確認し、同事故防止対策の取組が不十分なときは、

積極的な取組を実施するよう指導する。なお、対象とする事業者は、令和元年

度を優先に過去３年間（平成２９年度以降）に車輪脱落事故を発生させた運送

事業者として、計画的に実施する。 

③ 本省等は、連絡会の協力を得て、ホイール・ナットの緩みの総点検を実施する

よう運送事業者へ要請する。 

（３）地方独自の実施事項 

各地方運輸局又は各運輸支局等は、上記（１）及び（２）の取組の他、地域の実

情を踏まえた独自の対策を追加して実施することも可能とする。この場合、追加実

施事項について連絡会構成団体の地方組織の協力が必要なときは、その旨を依頼す

る。 

 

２．連絡会構成団体共通実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

連絡会構成団体は、傘下会員に対して、本省や連絡会で制作したポスター、チラ

シ、事故防止啓発映像等を用いて、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守

管理を実施するように周知する。また、連絡会構成団体から実施事項の協力依頼が

あったときは、その取組の実施に協力する。 
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（２）事故防止対策の徹底を図るための調査・指導 

連絡会構成団体の地方組織は、各運輸支局等から街頭検査の機会を活用した取

組について協力要請があった場合は、これに協力する。 

（３）地方独自の実施事項 

連絡会構成団体の地方組織は、各地方運輸局又は各運輸支局等から地方独自の

実施事項の協力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

 

３．連絡会構成団体別実施事項 

 全日本トラック協会、日本バス協会 

（１） これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組むよう傘下

会員に対して、周知徹底する。 

① 整備管理者は、適切なタイヤ交換作業の実施を確保するため、次の事項を徹底

すること。 

• 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業の実施。 

• 自社でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 

② 運送事業者は、車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）について、社内

の整備管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に確実に実施させること。特に、

脱落の多い左後輪については重点的に点検すること。 

③ 整備管理者は、著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイール

では、適正な締付力が得られないため、タイヤ交換作業時に点検・清掃を行っ

ても錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使

用せず、交換すること。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４

年以上経過している車両は、重点的に確認すること。 

④ 整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者

（運転者）に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し締めを行っ

た場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付けるこ

と。 

（２） 依然として、貨物自動車運送事業者において、自社でタイヤ交換作業を行った

車両による事故が多く発生していることに鑑み、貨物自動車運送事業者に対し

ては、以下の実施事項を追加して取り組むよう、傘下会員に対して、周知徹底す

る。 

① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に対して、

別紙１のタイヤ交換作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、

適切なタイヤ交換作業が行われていることを確認すること。 

② 整備管理者は、別紙１のタイヤ交換作業管理表を使用して、増し締めの実施結

果を記録し、増し締めが確実に行われていることを確認すること。 

③ 整備管理者は、点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ホイール・ナッ

トの脱落及び緩み」、「ホイール・ボルトの折損等の異常」、「ホイール・ボルト
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付近のさび汁痕跡」及び「ホイール・ナットから突出しているホイール・ボル

トの不揃いの確認」を確実に行わせること。なお、ホイール・ナットの緩みの

点検については、点検ハンマーによる確認手法のほか、ホイール・ナットへの

マーキング（注１）を施す、又は、市販化されているホイールナットマーカーを活

用したマーキングのずれの確認手法により、ホイール・ナットの緩みの点検（注

２）を確実に実施すること。 

（３） 国土交通省から要請されるホイール・ナットの緩みの総点検の実施及び結果の

報告について、傘下会員の運送事業者へ協力を依頼する。 

 

 全国自家用自動車協会 

大型車の使用者向けに、以下の事故防止対策を徹底するよう広報啓発する。 

① 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業を実施すること。 

② タイヤの交換作業は、正しい知識を有した者に実施させること。 

③ 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤ交換作業時に点検・清掃を行っても錆が著しい

ディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換す

ること。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過して

いる車両は、重点的に確認すること。 

④ 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を確認しておくこと。な

お、車載工具で行った際の締め付けトルクの確認は、必ず帰庫時にトルクレン

チを使用して規定のトルクで締め付けること。 

⑤ 脱落の多い左後輪については、タイヤ交換時の作業確認及びタイヤ交換後の日

常点検を重点的に実施すること。 

 

 日本自動車整備振興会連合会、全国タイヤ商工協同組合連合会、日本自動車タイヤ

協会、日本自動車車体整備協同組合連合会、日本自動車販売協会連合会、全国石油

商業組合連合会 

傘下会員の事業者へ、タイヤ交換作業や広報啓発に際して、以下の注意事項等を

周知する。なお、タイヤメーカーにあっては、自社販売の流通経路を活用して、タ

イヤ販売業者へ周知する。 

① インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締め付ける際は、締め過ぎに注

意し、最後にトルクレンチを使用して必ず規定トルクで締め付けること。 

② ホイール・ナットの規定トルクでの締め付け及びホイールに適合したボルト、

ナットを使用すること。特に、脱落の多い左後輪については重点的に確認する

こと。 

③ 入庫する大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための４つのポイント

について周知すること。特に、増し締めの必要性や脱落の多い左後輪について

は重点的に確認するよう啓発すること。 
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④ 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤ交換作業の際、点検・清掃を行っても、錆が著

しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交

換が必要であることを使用者に理解してもらうよう努めること。 

⑤ タイヤ交換事業者においても、大型車のタイヤ交換作業の際は、別紙１のタイ

ヤ交換作業管理表に沿った作業を行い、依頼者へ作業完了報告するよう努める

こと。また、ホイール・ナットへのマーキングの施工依頼があった場合には、

これに協力すること。 

 

 日本自動車工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車輸入組合 

傘下会員の事業者へ、広報啓発に際して、以下の事項を周知する。 

① 大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための４つのポイントの確実な

実施を周知すること。特に、脱落の多い左後輪については重点的に確認するよ

う啓発すること。 

② 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤの交換作業の際、点検・清掃を行っても、錆が

著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、

交換が必要であることを啓発すること。 

 

 日本自動車機械工具協会、日本自動車機械器具工業会、自動車用品小売業協会 

傘下会員の事業者に対して、タイヤ脱着作業に使用する器具等を販売する際、そ

の正しい使用方法やトルクレンチは定期的な校正が必要であることを購入者に説

明を徹底するよう周知すること。 

 

４．キャンペーンの実施 

  この事故防止対策は、大型車の使用者が車輪脱落事故防止を図るため、常日頃から取

り組むものであるが、特に冬期における事故多発に鑑み、令和２年１１月から令和３年

２月の間を車輪脱落事故防止キャンペーン期間として全国に展開し、事故防止対策の

徹底を図る取組を実施する。 

 

５．新型コロナウイルス感染症に配慮した取組の実施 

新型コロナウイルス感染症の影響は日々変化している状況にあることから、本省等

及び連絡会構成団体（地方組織含む）は、各都道府県の取組を含め最新かつ正確な情報

を収集し、地域の実情に踏まえた各種取組を実施する。 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩みを確

認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 
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 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続

して記入することが望ましい。 

 マーキングは、増し締め実施後に施工する。タイヤ交換時にマーキングを施工したときは、

増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新た

に施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが目視

で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のある

ものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマ

ーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行っても差し支え

ない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに留意する。 

 

※印は、以下の４項目 

１．ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締め付け 

２．タイヤ交換後、５０～１００ｋｍ走行後の増し締めの実施 

３．日常（運行前）点検における、ディスク・ホイールの取付状態の確認 

４．ホイールに適合したホイール・ボルト及びホイール・ナットの使用 
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別添１ 

 

大型車の車輪脱落事故防止「令和２年度緊急対策」 

 

 

１．国土交通省実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

① 本省等（各地方運輸局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）及び各運輸支局

等（神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同

じ。）は、大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会（以下「連絡会」という。）

と協力し、本省や連絡会で制作したポスター、チラシ、事故防止啓発映像等を

用いて、大型車の使用者に対しての広報活動を実施する。 

② 各地方運輸局及び各運輸支局等は、整備管理者研修等において、大型車の車輪

脱落事故の発生状況を紹介し、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守

管理を実施するように周知徹底を図る。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための周知・指導 

① 各地方運輸局及び各運輸支局等は、街頭検査を通じて、大型車の使用者に対し

て、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守管理の実施を呼びかける。 

② 各地方運輸局及び各運輸支局等は、運送事業者に対して、３．（１）及び（２）

の取組状況を別添２により確認し、同事故防止対策の取組が不十分なときは、

積極的な取組を実施するよう指導する。なお、対象とする事業者は、令和元年

度を優先に過去３年間（平成２９年度以降）に車輪脱落事故を発生させた運送

事業者として、計画的に実施する。 

③ 本省等は、連絡会の協力を得て、ホイール・ナットの緩みの総点検を実施する

よう運送事業者へ要請する。 

（３）地方独自の実施事項 

各地方運輸局又は各運輸支局等は、上記（１）及び（２）の取組の他、地域の実

情を踏まえた独自の対策を追加して実施することも可能とする。この場合、追加実

施事項について連絡会構成団体の地方組織の協力が必要なときは、その旨を依頼す

る。 

 

２．連絡会構成団体共通実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

連絡会構成団体は、傘下会員に対して、本省や連絡会で制作したポスター、チラ

シ、事故防止啓発映像等を用いて、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守

管理を実施するように周知する。また、連絡会構成団体から実施事項の協力依頼が

あったときは、その取組の実施に協力する。 
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（２）事故防止対策の徹底を図るための調査・指導 

連絡会構成団体の地方組織は、各運輸支局等から街頭検査の機会を活用した取

組について協力要請があった場合は、これに協力する。 

（３）地方独自の実施事項 

連絡会構成団体の地方組織は、各地方運輸局又は各運輸支局等から地方独自の

実施事項の協力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

 

３．連絡会構成団体別実施事項 

 全日本トラック協会、日本バス協会 

（１） これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組むよう傘下

会員に対して、周知徹底する。 

① 整備管理者は、適切なタイヤ交換作業の実施を確保するため、次の事項を徹底

すること。 

• 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業の実施。 

• 自社でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 

② 運送事業者は、車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）について、社内

の整備管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に確実に実施させること。特に、

脱落の多い左後輪については重点的に点検すること。 

③ 整備管理者は、著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイール

では、適正な締付力が得られないため、タイヤ交換作業時に点検・清掃を行っ

ても錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使

用せず、交換すること。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４

年以上経過している車両は、重点的に確認すること。 

④ 整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者

（運転者）に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し締めを行っ

た場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付けるこ

と。 

（２） 依然として、貨物自動車運送事業者において、自社でタイヤ交換作業を行った

車両による事故が多く発生していることに鑑み、貨物自動車運送事業者に対し

ては、以下の実施事項を追加して取り組むよう、傘下会員に対して、周知徹底す

る。 

① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に対して、

別紙１のタイヤ交換作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、

適切なタイヤ交換作業が行われていることを確認すること。 

② 整備管理者は、別紙１のタイヤ交換作業管理表を使用して、増し締めの実施結

果を記録し、増し締めが確実に行われていることを確認すること。 

③ 整備管理者は、点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ホイール・ナッ

トの脱落及び緩み」、「ホイール・ボルトの折損等の異常」、「ホイール・ボルト
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付近のさび汁痕跡」及び「ホイール・ナットから突出しているホイール・ボル

トの不揃いの確認」を確実に行わせること。なお、ホイール・ナットの緩みの

点検については、点検ハンマーによる確認手法のほか、ホイール・ナットへの

マーキング（注１）を施す、又は、市販化されているホイールナットマーカーを活

用したマーキングのずれの確認手法により、ホイール・ナットの緩みの点検（注

２）を確実に実施すること。 

（３） 国土交通省から要請されるホイール・ナットの緩みの総点検の実施及び結果の

報告について、傘下会員の運送事業者へ協力を依頼する。 

 

 全国自家用自動車協会 

大型車の使用者向けに、以下の事故防止対策を徹底するよう広報啓発する。 

① 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業を実施すること。 

② タイヤの交換作業は、正しい知識を有した者に実施させること。 

③ 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤ交換作業時に点検・清掃を行っても錆が著しい

ディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換す

ること。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過して

いる車両は、重点的に確認すること。 

④ 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を確認しておくこと。な

お、車載工具で行った際の締め付けトルクの確認は、必ず帰庫時にトルクレン

チを使用して規定のトルクで締め付けること。 

⑤ 脱落の多い左後輪については、タイヤ交換時の作業確認及びタイヤ交換後の日

常点検を重点的に実施すること。 

 

 日本自動車整備振興会連合会、全国タイヤ商工協同組合連合会、日本自動車タイヤ

協会、日本自動車車体整備協同組合連合会、日本自動車販売協会連合会、全国石油

商業組合連合会 

傘下会員の事業者へ、タイヤ交換作業や広報啓発に際して、以下の注意事項等を

周知する。なお、タイヤメーカーにあっては、自社販売の流通経路を活用して、タ

イヤ販売業者へ周知する。 

① インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締め付ける際は、締め過ぎに注

意し、最後にトルクレンチを使用して必ず規定トルクで締め付けること。 

② ホイール・ナットの規定トルクでの締め付け及びホイールに適合したボルト、

ナットを使用すること。特に、脱落の多い左後輪については重点的に確認する

こと。 

③ 入庫する大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための４つのポイント

について周知すること。特に、増し締めの必要性や脱落の多い左後輪について

は重点的に確認するよう啓発すること。 
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④ 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤ交換作業の際、点検・清掃を行っても、錆が著

しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交

換が必要であることを使用者に理解してもらうよう努めること。 

⑤ タイヤ交換事業者においても、大型車のタイヤ交換作業の際は、別紙１のタイ

ヤ交換作業管理表に沿った作業を行い、依頼者へ作業完了報告するよう努める

こと。また、ホイール・ナットへのマーキングの施工依頼があった場合には、

これに協力すること。 

 

 日本自動車工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車輸入組合 

傘下会員の事業者へ、広報啓発に際して、以下の事項を周知する。 

① 大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための４つのポイントの確実な

実施を周知すること。特に、脱落の多い左後輪については重点的に確認するよ

う啓発すること。 

② 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤの交換作業の際、点検・清掃を行っても、錆が

著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、

交換が必要であることを啓発すること。 

 

 日本自動車機械工具協会、日本自動車機械器具工業会、自動車用品小売業協会 

傘下会員の事業者に対して、タイヤ脱着作業に使用する器具等を販売する際、そ

の正しい使用方法やトルクレンチは定期的な校正が必要であることを購入者に説

明を徹底するよう周知すること。 

 

４．キャンペーンの実施 

  この事故防止対策は、大型車の使用者が車輪脱落事故防止を図るため、常日頃から取

り組むものであるが、特に冬期における事故多発に鑑み、令和２年１１月から令和３年

２月の間を車輪脱落事故防止キャンペーン期間として全国に展開し、事故防止対策の

徹底を図る取組を実施する。 

 

５．新型コロナウイルス感染症に配慮した取組の実施 

新型コロナウイルス感染症の影響は日々変化している状況にあることから、本省等

及び連絡会構成団体（地方組織含む）は、各都道府県の取組を含め最新かつ正確な情報

を収集し、地域の実情に踏まえた各種取組を実施する。 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩みを確

認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 
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 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続

して記入することが望ましい。 

 マーキングは、増し締め実施後に施工する。タイヤ交換時にマーキングを施工したときは、

増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新た

に施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが目視

で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のある

ものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマ

ーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行っても差し支え

ない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに留意する。 

 

※印は、以下の４項目 

１．ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締め付け 

２．タイヤ交換後、５０～１００ｋｍ走行後の増し締めの実施 

３．日常（運行前）点検における、ディスク・ホイールの取付状態の確認 

４．ホイールに適合したホイール・ボルト及びホイール・ナットの使用 
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貨物自動車運送事業者の方へ 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和２年度緊急対策」について 

 

 

大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策に、積極

的な取組をお願いします。 

 

１．会社代表者の方へ 

車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）について、社内の整備管理

者、運転者及びタイヤ交換作業者に周知徹底を図ってください。 

※印は、別紙３のチラシを参照 

２．整備管理者の方へ 

• 計画的なタイヤ交換作業を実施する。 

• 社内でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 

• 錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは

使用せず、交換する。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態か

ら４年以上経過している車両は、重点的に確認する。 

• 脱落の多い左後輪について重点的に点検する。 

• 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者（運転者）

に指導する。なお、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫時に

トルクレンチを使用して規定のトルクで締め付ける。 

  

自社でタイヤ交換した車両による事故が多く発生していることを踏ま 

えた今年度の追加対策 

• 自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に、別紙１の作

業管理表に沿って作業を実施させ、その結果を記録させる。 

• タイヤ交換作業完了後、作業管理表をもとに適正なタイヤ交換作業が

行われていることを確認する。 

• 別紙１の作業管理表を使用して、増し締めの実施結果を記録する。 

• 点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ディスク・ホイールの

取付状態」の点検を確実に行う。 

• 増し締め実施後、ホイール・ナットへのマーキング（注１）を施す、又は、

ホイールナットマーカーを活用したマーキングのずれの確認手法に

より、ホイール・ナットの緩みの点検（注２）を確実に確認する。 

 

 

別添２－１ 
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注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩

みを確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 

 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで

連続して記入することが望ましい。 

 マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ交換時にマーキングを施工したとき

は、増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを

消して新たに施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するか

のいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが

目視で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性

のあるものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナット

へのマーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行って

も差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であること

に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホイールナットマーカーの装着状態 

緩みなしの状態 左右のホイール・ナットが緩んだ状態 
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旅客自動車運送事業者の方へ 

 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和２年度緊急対策」 

 

 

 

大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策に、

積極的な取組をお願いします。 

 

 

１．会社代表者の方へ 

車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）について、社内の整備

管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に周知徹底を図ってください。 

※印は、別紙３のチラシを参照 

 

２．整備管理者の方へ 

• 計画的なタイヤ交換作業を実施する。 

• 社内でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施

させる。 

• 錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナッ

トは使用せず、交換する。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品

の状態から４年以上経過している車両は、重点的に確認する。 

• 脱落の多い左後輪について重点的に点検する。 

• 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者

（運転者）に指導する。なお、車載工具で増し締めを行った場合は、

必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付ける。 
 

別添２－２ 
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別紙１（様式例）

○

○

※

※

○

○

■
△

N･m

■

※

■

△

注 この内容に沿ったものであれば、自社の様式を使用してもよい。

ホイール・ボルト

座面部（球面座）にエンジンオイルなどの潤
滑剤を薄く塗布する。

JIS方式が対象。

ISO方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールと座金（ワッシャ）と
の当たり面には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないよう注意すること。

点
検
の
実
施

亀裂、損傷がないかを確認

ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ
面に摩耗や損傷がないかを確認

ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認

○

規定の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。

対角線順に2～3回に分けて締め付けること（最後の締め付けはトルクレンチで規定トルクで締め付ける）。

油
脂
類
塗
布
の
実
施

ハブ

ホイール・ナットの締め付け

ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリー
スを薄く塗布する。

タイヤ交換後、50～100km走行後の増し締め
を実施する。

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

実施箇所

年　　月　　日 

ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがない
かを確認

ナットの座面部（球面座）に錆や傷、ゴミが
ないかを確認

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がな
いかを確認

ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥な
どを取り除く。

ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、
摩耗がないかを確認

溶接部に亀裂や損傷がないかを確認

ナットの座金（ワッシャ）が、スムーズに回
転するかを確認

タイヤ交換作業管理表
登録番号又は車番

作 業 実 施 者 名

実施日　令和

整備管理者確認欄

ハブ面

確認・作業内容 結　果
（実施✓・交換×）

ディスク・ホイールの取付面に著しい摩耗や
損傷がないかを確認

取
付

ホイール・ナットの増し締め
保
守

ホイール・ナット

座金（ワッシャ）とナットとのすき間にエン
ジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。

タイヤ交換作業時の締め付けトルク値

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

清
掃
の
実
施

ハブ面

ディスク・ホイール取付面の錆や泥、ゴミな
どを取り除く。

ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴ
ミ、泥などを取り除く。

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の
錆やゴミ、泥などを取り除く。
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別紙２（様式例）

踏みしろ

ブレーキのきき

かかり具合

異音

※ 低速、加速の状態

※ 噴射状態

※ 拭き取りの状態

○ 空気圧力の上がり具合

○ 排気音

※ 液量

液量

※ 液量

※ リザーバ・タンク内の液量

※ エンジン・オイルの量

張り具合

損傷

点灯・点滅具合

汚れ

損傷

空気圧

ナット緩み・脱落

ボルト付近さび汁

ボルト突出不揃い、折損

亀裂

損傷

異状な摩耗

※ 溝の深さ

○ タンク内の凝水

※

※

※印の点検は、当該自動車の走行距離・運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

○印の項目はエア・ブレーキを用いた自動車の点検項目を示す。

□印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員30人以上に該当する車両の場合は必ず実施すること。

注．ディスク・ホイールの取付状態の点検項目が細分化された内容が点検されるようになっていれば、自社の様式を使用してもよい。

ブレーキのリザーバ・タンク

空気圧力計

エア・タンク

点灯・点滅具合、汚れ、損傷

車
の
周
り
か
ら
の
点
検

ブレーキ・バルブ

ウィンド・ウォッシャ・タンク

バッテリ

ラジエータなどの冷却装置

潤滑装置

運
転
席
で
の
点
検

エ
ン
ジ
ン
・
ル
ー
ム
の
点
検

登録番号又は車番

点検実施者（運転者）名

ワイパー

ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ・レバー
(パーキング・ブレーキ・レバー)

ファン・ベルト

実施日　令和

日常点検表
運行管理者（補助者）確認欄

整備管理者（補助者）確認欄

点検箇所

年　　月　　日 

点検項目
点検結果
(○・×)

ブレーキ・ペダル
ブレーキ・ドラムとライニング
とのすき間

前日・前回の運行におい
て異状が認められた箇所

○

原動機(エンジン）
※ かかり具合、異音

ウィンド・ウォッシャ

引きしろ（踏みしろ）

タイヤ

□ ディスク・ホイールの取付状態

亀裂、損傷

ブレーキ・チャンバのロッドの
ストローク

踏みしろ、ブレーキのきき

灯火装置（前照灯・車幅灯・尾
灯・制動灯・後退灯・番号灯・側
方灯・反射器）、方向指示器

※ 張り具合、損傷
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令和２年１２月１５日 

                            自 動 車 局 整 備 課 

事故の恐ろしさを知って！ 大型車の車輪脱落事故 

～ 大型車の車輪脱落事故の危険性を知っていただくための啓発ビデオを公開しました ～ 

 

毎年、冬用タイヤに交換するこの時期に大型車の車輪脱落事故が多く発生していることから、

本年１１月から「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施しているところです（１０月

３０日プレスリリースを参照 https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000261.ht

ml）。 

今般、同キャンペーンの一環として、大型車のタイヤが人体に衝突するとどのような事態にな

るかを実験し、車輪脱落事故の恐ろしさを実感してもらい、適切なタイヤ交換作業及びタイヤ交

換後の確実な保守管理の実施を呼びかける啓発ビデオを公開しました。 

大型車ユーザーにおかれましては、人命を奪う悲惨な事故を繰り返さないためにも、是非ご覧

いただき、事故防止対策の積極的な取組をお願いします。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞  

参 考 大型車の車輪脱落事故防止に向けた安全啓発ビデオ（抜粋） 

  

「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」の活動の一環として、大型車の車

輪脱落が死亡事故につながる危険性があることを啓発するビデオを、YouTube 国

交省公式アカウントに公開しました。 

<問い合わせ先> 

自動車局 整備課 児島、川崎 

代表:03-5253-8599（直通）、FAX:03-5253-1639 

<安全啓発ビデオの公開ページへのリンク> 

URL：https://youtu.be/BE6-rcq81C8 

時速 60km/h で走行中のトラックからタイヤが脱輪し、ベビーカーを引いている男性に

タイヤが衝突する想定での実験 
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大型車の車輪脱落事故防止に向けた安全啓発ビデオ（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 

① 時速 60km/hで走行しているト

ラックからタイヤを放出 

② タイヤは 30m先の男性（人形）とベビー

カーに衝突し、男性とベビーカーは約４m

飛ばされました。 

③ 男性の体はタイヤに沿うように折れ

曲がり、頭もタイヤに打ち付けられま

した。 

④ 男性は、頭蓋骨骨折、３箇所以上の肋

骨骨折、脊椎損傷、大腿骨骨折の傷害を

負う結果となりました。 
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令和３年３月３１日 
自 動 車 局 整 備 課 

大型車の車輪脱落事故撲滅に向けて 
～ ホイール・ナットの緩み防止のため新たな点検の実施の方法を導入 ～ 

近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、ホイール・ナットへのマー

キングやホイールナットマーカーを活用した新たな点検の実施の方法等を導入します。 

 
１．改正の概要 

近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、自動車の点検及び整備の実

施方法を自動車使用者が容易に理解できるように定めた「自動車の点検及び整備に関する手引

き」（平成 19 年国土交通省告示第 317 号）を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した

新たな点検方法や車齢４年以上の車両に車輪脱落事故が多く発生していることを踏まえ、ホイ

ール・ボルト及びホイール・ナットの交換目安等を規定します。 

 

＜大型車の車輪脱落事故件数＞ 

・令和元年度の事故件数は過去最大 

・詳細は令和２年10月30日のプレスリリース参照（https://w

ww.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000261.html） 

 

 

① 日常点検の実施の方法 

・ホイール・ナットへのマーキングやホイールナットマーカーを活用した目視によるホイー

ル・ナット及びホイール・ボルトの緩みの点検の明確化 

② 定期点検（３ヶ月ごと）の実施の方法 

・新品から４年を経過したホイール・ボルト及びホイール・ナットを入念に点検することを

交換の目安として明記 

③ 整備の実施の方法 

・タイヤ交換手順の明確化 

・タイヤ交換後の増し締めの実施手順の明確化 

 

 

 

 

 

２．スケジュール 

公 布 ： 令和３年３月31日（本日） 

施 行 ： 令和３年４月１日 

 
<問い合わせ先> 

自動車局 整備課 児島、川崎 

代表:03-5253-8599（直通）、FAX:03-5253-1639 

ホイールナットマーカーの装着例 

（ホイール・ナット回転指示インジケーター（ＩＳＯ方式）装着の場合） 
ホイール・ナットへのマーキング例 

緩みなしの状態 左右のホイール・ナットが緩んだ状態 
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国自整第 197 号の２

令和２年 11 月 11 日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 殿

国土交通省自動車局整備課長

自動車特定整備事業者等における事業場間の業務支援について

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局

運輸部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底

方お願い致します。
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国 自 整 第 19 7 号

令和２年 11 月 11 日

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車局整備課長

自動車特定整備事業者等における事業場間の業務支援について

自動車整備業界においては、整備に係る人材確保が長年の課題となっている。

今般、分解整備に係る認証を受けている事業場において、以下に掲げる条件をすべ

て満たす場合にあっては、他事業場からの業務支援による作業員の作業であっても、

作業員を借り入れた事業場において行った作業とみなすこととしたので、了知される

とともに、関係者に周知徹底し、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したの

で申し添える。

１．業務支援において、作業員を借り入れる事業場（以下「借入事業場」という。）と

作業員を貸し出す事業場（以下「貸出事業場」という。）は同一の自動車特定整備事

業者であること。

２．作業員を貸し出した後であっても貸出事業場及び借入事業場は、ぞれぞれの事業

場（指定自動車整備事業についても同じ。）の従業員の基準を満たすこと。

３．貸し出される作業員は、貸出事業場における整備主任者又は自動車検査員でない

こと。

４．貸し出された作業員の作業の範囲は、点検及び整備のみとすること。

５．貸し出された作業員の作業は、借入事業場の作業指示に従うこと。

６．貸し出された作業員が保安基準適合証の交付に係る点検及び整備を行う場合は、

借入事業場が貸し出された作業員に対し必要な教育を事前に実施し、その結果を記

録すること。

７．借入事業場及び貸出事業場は、それぞれ借入勤務実績及び貸出勤務実績を記録す

ること。

別添
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（参考） 

Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１．「特定整備事業者の事業場の従業員以外の作業員」は整備士の有資格者で

なくても良いのでしょうか。 

Ａ１．良い。 

 

Ｑ２．他の事業場の従業員が作業を行う場合は、自動車特定整備事業者、指定自

動車整備事業者の当該従業員を工員数及び整備士保有数に含むことができ

るか。 

Ａ２．他の事業場の従業員は工員には含まない。この考え方については、従来の

取扱いから変更はない。 

 

Ｑ３．他の事業場の作業員は、アルバイト等雇用形態は問わないということでよ

いか。 

Ａ３．雇用形態については、事業者の責務において他法令を遵守するよう指導さ

れたい。 

 

Ｑ４．他の事業場の認証及び指定要件に定める要員数や整備士割合を確保してお

く必要があるのではないか。 

Ａ４．認証及び指定要件の考え方を変更した取り扱いではないため、送り出す事

業場の認証又は指定要件についてはこれまでどおりの取扱いとなる。 

 

Ｑ５．「保安基準適合証の交付に係る点検及び整備を行う場合に、借入事業場が貸

し出された作業員に対し必要な教育」とは何か。 

Ａ５．例えば、作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成

品に恒常性を有する作業を行うために、「作業の流れ、作業指示等工程の管

理」、「作業の標準化」、「定期点検の実施体制」の内容などが考えられる。 
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国自整第 206 号の２

令和２年 11 月 12 日

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長 殿

国土交通省自動車局整備課長

車両置場を有しない分解整備を行う事業場に係る電子制御装置整備

の申請（変更）の取扱いについて

標記について、別添のとおり各地方運輸局自動車技術安全部長及び沖縄総合事務局運輸

部長に対し通知しましたので、貴会におかれましては、傘下会員に対し周知徹底方お願い

致します。

第一章　整備事業関係

-49-



国 自 整 第 20 6 号

令和２年 11 月 12 日

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿

沖縄総合事務局運輸部長 殿

自動車局整備課長

車両置場を有しない分解整備を行う事業場に係る電子制御装置整備

の申請（変更）の取扱いについて

昭和 42 年５月 25 日以前に認証を取得した事業場は、車両置場の設置に係る具体的な基

準が規定されていなかったことから、事業場内を含め車両置場を有していない事業場が存

在するが、道路運送車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「施行規則」とい

う。）第 57 条に基づき、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分

な場所を有していることを認証時に確認している。

このため、法令に定める車両置場を有していないものの、従前から事業の経営上で必要

な車両置場の確保に努めてきたところである。

以上の措置の実態を鑑み、下記の全てを満たす事業場であって、電子制御装置整備に係

る申請（変更）時に従前より事業者が確保している車両の収容場所については、施行規則

別表第４に定める電子制御装置整備の車両置場を有しているものとして扱うこととしたの

で、関係者に周知徹底し、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あて別添のとおり通知したので申

し添える。

記

１．道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令（昭和 42 年運輸省令第 27 号）附則

第２項の規定により作業場の規模の基準について、改正前の同規則の適用を受けてい

ること。

２．従前から事業の経営上で必要な車両の収容場所を引き続き確保していること。

３．電子制御装置点検整備作業場は分解整備を行う事業場の屋内作業場と兼用する場合

に限ること。

４．敷地内に、屋内作業場の外に施行規則別表第４に定める車両置場の規模の基準を満

たす広さを有していないこと。

５．電子制御装置整備の対象とする自動車の種類について、分解整備の対象とする自動

車の種類から拡大しないこと。

６．電子制御装置整備を行うため、当該事業場と車両の収容場所間において自動車を移

動させるときは、事業者責任のもと、十分に安全措置を講じた上で移動させること。

別添
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令和３年１月２６日 
自 動 車 局 整 備 課 
自動車局安全政策課 

冬用タイヤの安全性を確認することをルール化しました 

～ 雪道では、使用限度を超えた冬用タイヤの使用は厳禁です ～ 

 
１．改正の概要 
（１）「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正 

・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨

する使用限度※よりもすり減っていないことを確認しなければなりません。 

・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されているこ

とを確認しなければなりません。 

（２）「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正 

  ・乗合バス・貸切バスについて、上記（１）と同様の改正を行います。 

 

※国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度の目安として、溝の深さが新品時の５０％まですり減った際

にプラットホームが溝部分の表面に現れます。 

 

 

２．スケジュール 

公 布 ： 令和３年１月 26日（本日） 

施 行 ： 公布の日 

 

 

昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が

発生したことを踏まえ、バス・トラック運送事業者は、雪道において適正な冬用タイヤを使用

していることを確認しなければならないこととしました。 

<問い合わせ先> 

【点検整備について】 

自動車局 整備課 児島、川崎 

代表:03-5253-8599（直通）、FAX:03-5253-1639 

【運行管理について】 

自動車局 安全政策課 谷倉 

代表:03-5253-8565（直通）、FAX:03-5253-1636 

第一章　整備事業関係

-51-



事 務 連 絡 

令和３年３月 31 日 

 

 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 

事業部長 殿 

 

 

国土交通省自動車局整備課      

整備事業班長      

 

 

 

指定自動車整備事業点検表について 

 

 

 

標記について、各地方運輸局自動車技術安全部整備（整備・保安）課長及び沖縄

総合事務局運輸部車両安全課長あてに別紙のとおり通知したのでお知らせします。 

  

第一章　整備事業関係

-52-



別紙 

事 務 連 絡 

令和３年３月 31 日 

 

 

各地方運輸局 

自動車技術安全部整備課長 殿 

自動車技術安全部整備・保安課長 殿 

沖縄総合事務局運輸部車両安全課長 殿 

 

 

                     自動車局整備課 

整備事業班長      

 

 

 

指定自動車整備事業点検表について 

 

 

 

標記については、「指定自動車整備事業者による厳正かつ公正な業務運営の徹底に

ついて」（平成 24 年３月 14 日付、国自整第 156 号）記２．に基づき、「指定自動車整

備事業点検表について」（平成 24 年３月 23 日付、事務連絡）により通知したところ

ですが、今般、特定整備制度（電子制御装置整備）の施行に伴い、点検表を別添のと

おり改正し、送付しますので、事業者の指導に活用されますようお願いします。 

なお、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長あて別紙のとおり通知し

たので申し添えます。 

 

 

第一章　整備事業関係

-53-



      

別添 

 「指定自動車整備事業点検表について」新旧対照表 

 

新 旧 
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指定自動車整備事業　点検表

１級整備士※ 名

２級整備士※ 名

名 ３級整備士※ 名

名 ％

名

※　２種類以上の整備士資格を保有している場合は、数字の小さい級で集計する。

電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。

Ⅰ
　
認
証
関
係

Ⅱ
　
事
業
場
全
般

12 完成検査場で窓ガラス、バンパ・グリルの取外し作業等が実施されていないか 適　　・　　否

3 特定整備記録簿は適切に交付され、また過去２年分保存されているか 適　　・　　否
電子制御装置整備の全部を他の自動車特定整備事
業者に外注（構内外注を除く）した場合を除く。

4 認証工具等認証基準に適合するように設備の維持及び管理を行っているか 適　　・　　否

電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。

10
離れた電子制御装置点検整備作業場を有している場合、当該作業場への移動時における安全対策が確実に実施され、その保
守管理が適切に行われているか

適　　・　　否 電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。

9 電子制御装置点検整備作業場外でエーミング作業を行うことができる条件の違反はないか 適　　・　　否 電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。

2 保安基準に適合していない車両（不正改造を含む）が入庫した際に適切に対応しているか 適　　・　　否

1 受入点検の結果が記載されているか 適　　・　　否

5 完成検査は自工場で選任された自動車検査員が自ら行っているか 適　　・　　否

3 作業指示は適正に行われ、確実に作業が実施されているか 適　　・　　否

4 完成検査が関係法令等に基づき確実に行われ、その記録が確実に指定整備記録簿に行われているか 適　　・　　否

10 保安基準適合証を交付した車両は、自賠責保険に適切に加入しているか 適　　・　　否

11 電子保安基準適合証システムのログインに必要なID及びパスワードが適正に管理されているか 適　　・　　否

9 適合証が一度交付された車両に対し再度証明されていないか 適　　・　　否

3 書損等及び交付しない保安基準適合標章は朱抹し、編綴されているか 適　　・　　否

8 検査員が休みの日に適合証の証明がされていないか 適　　・　　否

6 事業者印の管理体制は適切に行われているか 適　　・　　否

7 保安基準適合証の交付権限が明確に事業場管理責任者及び代務者へ委任されているか 適　　・　　否

15 指定整備において、自事業場以外の工員が作業していないか 適　　・　　否

自動車特定整備事業者等における事業者間の業務
支援について（令和２年１１月１１日付け国自整第１９
７号）に基づく業務支援を除く。

13 会社の休日及び営業時間外に、従業員が許可無く工場を使用していないか 適　　・　　否

Ⅲ
　
保
安
基
準
適
合
証

1 事業場管理責任者自らが交付し、また代務交付の処理は適切か 適　　・　　否

2 指定整備の対象自動車以外の車両に交付していないか 適　　・　　否

4 保安基準適合証（紙保適）及び保安基準適合標章（電子保適）の出納管理（授受出納帳、交付台帳の記載等）は適切に行われているか

5 保安基準適合証綴（紙保適）及び保安基準適合標章綴（電子保適）の保管は適切に行われているか 適　　・　　否

適　　・　　否

12 事業場内（社用車、従業員のマイカー等）に不正改造車はないか 適　　・　　否

10 指定整備に関する資料等が保管・管理されているか 適　　・　　否

14 主任技術者は整備技術についての責任者として指導を行っているか 適　　・　　否

9 認証・指定標識を見易いように掲示してあるか 適　　・　　否

7 事業場管理責任者、主任技術者の変更時の引継ぎ処理は適切か 適　　・　　否

11 認証、指定の対象自動車（電子制御装置整備の対象車両を含む）以外の自動車が入庫していないか 適　　・　　否

4 整備・点検作業場として届け出ている作業場以外（通路・完成検査場・路上等）で特定整備作業を行っていないか 適　　・　　否
電子制御装置整備の一定条件のもと作業場以外で
行うものを除く。

2 屋内現車作業場、完成検査場等に変更はないか

8 事業場管理責任者等が講習会等へ出席し知識習得に努めているか 適　　・　　否

適　　・　　否

3 検査用機器に変更はないか

8 エーミング作業が適切に実施されているか 適　　・　　否

１～３級整備士以外の工員 ※（Ａ）／（Ｂ）の値≧１／３以上必須

6 管理規程が実態に即応し、適切な管理下のもと業務が行われているか 適　　・　　否

5 事業場の体制が常に事業場組織図により明確化されているか 適　　・　　否

11 電子制御装置点検整備作業場の共用設備を有している場合、その管理体制は適切か 適　　・　　否 電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。

適　　・　　否

1
指定基準（工員数（４名以上ただし、対象自動車に車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上又は乗車定員３０人以上の車
両を含む場合は５名以上）、整備士保有率（１／３））は適合しているか

適　　・　　否

確認項目 適　　・　　否 備考

7 整備技術情報に基づく必要な電子制御装置整備が確実に実施されているか 適　　・　　否 電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。

5 外注作業について適切に運用されているか 適　　・　　否

外注している場合に限る。
（電子制御装置整備を外注した場合は、作業を行っ
た特定整備事業者が適切に特定整備記録簿を作
成、交付しているか。（指定整備の場合は、できばえ
確認が必要））

1 整備主任者に変更があった時に適切な処理が行われているか 適　　・　　否

2 整備主任者に選任している者に対して研修を受けさせているか 適　　・　　否

6 電子制御装置整備に必要な整備技術情報を入手できる体制にあるか 適　　・　　否 電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。

工
員
数

（
Ｂ

）

内
訳

整備士保有率（Ａ）／（Ｂ）
自
動
車
検
査
員

小計（Ａ）

ｋｇ以下

小四 小三 小二 軽 大特
燃料等

大特

Ⅳ
　
指
定
整
備
の
内
容

※実施者は役員又は役員に準ずる者（部門長＆事業場管理責任者等）

指定番号 点検日 令和　　　　　年　　　　　月　　　　　　日 実施者

そ
の
他
条
件

車両重量・車両総重量 ｋｇ以下・未満

対象自動車
普通
（大）

普通
（中）

普通
（小）

普通
（乗）

事業場名

条件

軸重
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確認項目 適　　・　　否 備考

5 電子保安基準適合証を交付（保適情報を登録情報処理機関へ提供）することへの承諾書が2年間保存されているか 適　　・　　否

1 苦情記録表、会議・教育記録表を備え付け、記載されているか 適　　・　　否

4 検査作業と整備作業は分業化されているか 適　　・　　否

2 社内教育・研修を定期的に行っているか 適　　・　　否

13 検査用機器の能力を超えた車両を検査し、証明していないか 適　　・　　否

電子制御装置整備の認証を取得した場合に限る。

Ⅷ
　
そ
の
他

3

適　　・　　否

2 保安基準適合証及び自動車検査証の記載事項との整合性はとれているか 適　　・　　否

4 電子制御装置整備の一部外注を行った場合、一部外注に関する必要事項が確実に記載されているか 適　　・　　否

5
過去２年分の指定整備記録簿（電子制御装置整備の一部外注を行った場合は、外注作業実施書を含む）は適切に保管・管理さ
れているか

適　　・　　否

3 点検、整備の概要及び検査の結果等が確実に記載されているか 適　　・　　否

Ⅴ
　
自
動
車
検
査
員

Ⅵ
　
指
定
整
備
記
録
簿

1 指定整備記録簿の様式は適切に選択されているか

整備主任者、自動車検査員等の従業員は自身が実施すべき業務、実施できない業務を把握しているか 適　　・　　否

検査用機械器具の校正結果成績表は、適切に保存されているか

6 検査用機械器具の管理責任者が明確に任命されているか 適　　・　　否

Ⅶ
　
検
査
用
機
械
器
具

1 １日１回の始業点検は確実に行われているか 適　　・　　否

2 社内規程に基づき検査用機械器具の定期点検が確実に行われているか 適　　・　　否

4 検査用機械器具の校正（検定）の有効期間は切れていないか 適　　・　　否

3 保守管理の記録は適切に行われているか 適　　・　　否

5 適　　・　　否

適　　・　　否

12 検査用機器が故障等しているのに検査が行われていないか 適　　・　　否

10 保安基準に適合していない車両（不正改造等）に証明していないか 適　　・　　否

11 検査の年月日を操作して証明していないか

9 検査を行った自動車検査員自らが証明行為を行っているか 適　　・　　否

5 自工場以外で点検整備（一部も含む）をした車両の検査を行っていないか 適　　・　　否

6 自動車検査証と同一性の確認を行っているか、また、同一性が相違している車両に証明していないか 適　　・　　否

7 検査又は整備が完了していない車両に証明していないか 適　　・　　否

8 検査作業の実務の全過程を自ら行っているか 適　　・　　否

1 自動車検査員に変更があった時に適切な処理がなされているか 適　　・　　否

2 毎年、自動車検査員研修を受けさせているか 適　　・　　否

4 職務権限が与えられ、全従業員にその内容が周知されているか 適　　・　　否

3 保安基準適合証に押印する印鑑の管理が確実に行われているか 適　　・　　否

第一章　整備事業関係
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